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平成２９年４月１日から、総合事業が開始されます。 

主な変更点・注意点は次のとおりです。 

 

① 介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、総合事業へ移行する    …P２ 

② サービス利用までの手続が一部変更される             …P５ 

③ 要支援認定者は、４月以降１年をかけて順次総合事業に移行する   …P６ 

④ サービス提供をする場合、総合事業の指定手続き等が必要となる   …P７ 

⑤ 介護報酬の請求には注意が必要                  …P８ 
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① 介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、総合事業へ移行する 

 



図① サービス内容の変更（訪問型サービス） 
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図② サービス内容の変更（通所型サービス） 
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＊第２号被保険者【４０歳～６４歳の人】は、必ず認定が必要 

６ ５ 

② サービス利用までの手続が一部変更される 
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③ 要支援認定者は、４月以降１年をかけて順次総合事業に移行する 

 



 

 

サービス種類 必要な手続き 必要な指定または委託の開始日 

総合事業訪問介護 

総合事業通所介護 

周南市から 

指定を受ける 

みなし指定を受けている場合 平成３０年４月１日 

みなし指定を受けていない場合 平成２９年４月１日 

自立支援訪問介護 

自立支援通所介護 

周南市から 

委託を受ける 
平成２９年４月１日 

＊平成２９年度中に、『介護予防サービスの指定』の有効期限を迎える 

場合は、更新をする必要がある。 

＊総合事業の指定権限は市町村となっているため、周南市以外の被保険 

者にサービス提供する場合は、被保険者の住所に応じて、それぞれの 

市町村から指定を受ける必要がある。 

重要 

④ サービス提供をする場合、総合事業の指定手続き等が必要となる 
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＊総合事業通所介護の請求は、みなし指定の有無に関わらず、 

サービスコードはＡ６を使用してください。 

（Ａ５は絶対に使用しないでください） 

⑤ 介護報酬の請求には注意が必要 
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